
社会福祉法人西宮市社会福祉協議会 行動計画 

 

 

 社会福祉法人西宮市社会福祉協議会は、仕事と子育てを両立させることができ、職員

が働きやすい雇用環境の整備を行うことで、すべての職員がその能力を十分に発揮でき

るようにするため、次のように行動計画を策定する。 

 

１．計画期間 

  令和１年９月１日から令和８年３月３１日 

 

２．本会の課題 

  ○採用における女性割合は高く、女性の就業継続も進んでいるが、管理職に占める

女性割合が低い。 

  ○産前産後休業や育児休業の取得も進んでいるが、組織全体に育児に関する制度な

どの周知が図られていない。 

 

３．目標 

 

 

＜取組＞ 

  ●令和１年９月～  部署ごとに年次有給休暇取得の管理を徹底する 

  ●令和２年４月～  組織全体の取得状況を把握し、管理方法や取得方法について 

            検証・改善を図る 

 

 

 

 ＜取組＞ 

  ●令和１年９月～  仕事の効率や成果に応じた公正な評価を実施する 

 

  

 

 

 ＜取組＞ 

  ●令和１年９月～  相談窓口担当者を選定 

            管理職を対象とした研修会を実施 

  ●令和２年４月～  妊娠や出産後に活用できる制度について、パンフレット等を 

            作成し、職員に周知 

 

（３）妊娠中や出産後の女性労働者の健康を確保するとともに、育児に関する制度

の周知や情報提供を行う。 

（１）部署ごとの年次有給休暇取得促進を図り、取得率を３０％以上にする。 

（２）管理職（課長以上）に占める女性割合３０％以上を維持する。 



 

 

＜取組＞ 

 ●令和１年９月～  男性職員の育児休業取得に関するリーフレット等を作成し、 

            職員に周知 

 

 

 

（４）男性職員の育児休業の取得率を上げる。 

女性の活躍の現状に関する情報公開 

〇係長・課長・事務局長に占める女性労働者の割合（2019（平成 31）年度） 

（単位：人） 

 係長 課長 事務局長 計 

男性 １２ ５ １ １８ 

女性 ９ ３ ０ １２ 

計 ２１ ８ １ ３０ 

女性割合（％） ４３％ ３８％ ０％ ４０％ 

 


